
宝塚市告示第１９９号 
 
 

市道路線の認定変更について 

 
 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条の規定に基づき、市道の路線 
 
を次のように認定変更する。 
 
 その関係図面は、宝塚市都市安全部建設室道路管理課において一般の縦覧に 
 
供する。 
 
 

令和６年（２０２４年）１０月７日 
 
 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 
 
 
 
 
縦覧期間 
令和６年（２０２４年）１０月７日～令和６年（２０２４年）１０月２１日 
 
 
 告示文書に係る図面については、市役所休業日を除く、平日の午前９時から 
 午後５時３０分まで、道路管理課（市役所３階）で縦覧します。 
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